
各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。4・9・15

康
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

d
10
月
14
日
（
金
）、17
日
（
月
）

午
前
10
時
〜
午
後
０
時
30
分
（
全

２
回
）
b
保
健
セ
ン
タ
ー
t
市
内

在
住
の
20
〜
49

歳
の
方
s
10
人

（
申
込
順
）
e

保
育
あ
り
m
９

月
１
日
か
ら
、

電
話
で
健
康
課

へマ
タ
ニ
テ
ィ
ク
ッ
キ
ン
グ

d
10
月
１
日 

（
土
）
午
前
10
時
〜

11
時
15
分
b
保
健
セ
ン
タ
ー
u
栄

養
講
義
等
※
試
食
な
し
t
お
お
む

ね
30
週
ま
で
の
妊
婦
の
方
。
パ
ー

ト
ナ
ー
の
参
加
も
可
s
12
人
（
申

込
順
）
m
９
月
１
日
か
ら
、
電
話

で
健
康
課
へ

妊
婦
歯
科
教
室

d
10
月
３
日
（
月
）、
28
日
（
金
）

午
後
０
時
45
分
か
ら
、
１
時
45
分

か
ら
、
２
時
45
分
か
ら
b
保
健
セ

ン
タ
ー
u
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
、

歯
磨
き
練
習
・
各
種
測
定
・
個
別

相
談
等
t
お
お
む
ね
16
〜
27
週
の

妊
婦
の
方
s
各
回
４
人
（
申
込

順
）
m
９
月
１
日
か
ら
、
電
話
で

健
康
課
へ

離
乳
食
教
室

【
１
回
食
へ
の
進
め
方
】

d
10
月
19
日
（
水
）
午
前
10
時
30

分
〜
11
時
15
分
、
11
時
30
分
〜
午

後
０
時
15
分
t
お
お
む
ね
４
〜
５

か
月
児
の
保
護
者

【
２
回
食
へ
の
進
め
方
】

d
10
月
19
日
（
水
）
午
後
２
時
30

分
〜
３
時
45
分
t
お
お
む
ね
６
〜

７
か
月
児
の
保
護
者

【
３
回
食
へ
の
進
め
方
】

d
10
月
７
日
（
金
）
午
後
１
時
30

分
〜
２
時
45
分
t
お
お
む
ね
８
〜

11
か
月
児
の
保
護
者

―
―
◇
共　

通
◇
―
―

b
保
健
セ
ン
タ
ー
u
歯
科
衛
生
士

（
１
回
食
を
除
く
）・
管
理
栄
養

士
に
よ
る
講
義
な
ど
s
各
回
10
人

（
申
込
順
）
e

母
子
同
室
で
す

m
９
月
１
日
か

ら
、
電
話
で
健

康
課
へ

む
し
歯
予
防
教
室

d
10
月
６
日
〜
27
日
の
毎
週
木
曜

日
午
前
９
時
か
ら
、
９
時
30
分
か

ら
b
保
健
セ
ン
タ
ー
u
歯
磨
き
や

栄
養
の
相
談
な
ど
※
希
望
者
は
歯

科
健
診
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
t
令
和
２
年
３
月
生
ま
れ
（
２

歳
６
か
月
）
〜
３
年
９
月
生
ま
れ

（
１
歳
）
の
子
ど
も
※
転
入
等
で

対
象
年
齢
を
過

ぎ
て
い
る
場
合

は
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
s
各
回

６
人
（
申
込

順
）
m
９
月
１
日
か
ら
、
電
話
で

健
康
課
へ

両
親
学
級

d
10
月
15
日
（
土
）
午
前
９
時
30

分
〜
正
午
b
保
健
セ
ン
タ
ー
u
妊

娠
、
出
産
、
育
児
の
話
、
沐も

く

浴
実

習
等
t
お
お
む
ね
16
〜
27
週
の
妊

婦
・
パ
ー
ト
ナ
ー
の
方
（
妊
娠
週

数
は
目
安
で
す
。
初
産
婦
の
方
の

み
）
s
18
人
（
申
込
順
。
各
家
庭

１
人
）
m
９
月
１
日
か
ら
、
電
話

で
健
康
課
へ

市
民
公
開
講
座　
　
　
　
　

お
口
の
健
康
と
健
康
長
寿
の

関
わ
り
―
摂
食
嚥え

ん

下げ

（
食
べ

る
・
飲
み
込
む
）
機
能
の
大

切
さ
を
知
り
ま
し
ょ
う

d
10
月
５
日
（
水
）
午
後
１
時
〜

２
時
30
分
b
市
民
会
館
・
萌
え
木

ホ
ー
ル
（
商
工
会
館
３
階
）
k
中

川
量
晴
さ
ん
（
東
京
医
科
歯
科
大

学
准
教
授
）
s
50
人
（
申
込
順
）

m
９
月
１
日
か
ら
、
電
話
で
小
金

井
歯
科
医
師
会
（
☎
042

－

385

－

０

３
０
３
）
へ

９
月
５
日
〜
７
日
実
施
の
集
団

が
ん
検
診
受
診
票
に
つ
い
て

　

７
月
下
旬
に
送
付
し
た
が
ん
検

診
の
案
内
で
す
が
、
検
診
会
場
の

表
記
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
該

当
の
方
に
は
お
詫
び
申
し
上
げ
ま

す
。
な
お
、
正
し
く
表
記
し
た
受

診
票
を
再
度
送
付
し
ま
し
た
。

i
健
康
課福

祉
福
祉
ののひろ

ば

ひ
ろ
ば

認
知
症
検
診

認
知
症
検
診

　

対
象
の
方
に
受
診
券
等
を
送
付

し
ま
し
た
の
で
、
同
封
の
問
診
票

（
黄
色
）の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
実

施
し
て
く
だ
さ
い
。
問
診
票
の
点

数
が
20
点
以
上
で
か
つ
、
検
診
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
受
診
券
の
裏

面
に
記
載
の
検
診
実
施
医
療
機
関

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
受
診

費
用
は
無
料
で
す
。
※
検
診
実
施

医
療
機
関
に
も
ろ
ほ
し
ク
リ
ニ
ッ

ク
（
緑
町
１

－

６

－

53
☎
042

－

385

－

３
３
４
１
）
を
追
加
し
ま
し
た

■
受
診
期
間
９
月
１
日
〜
令
和
５

年
３
月
31
日
b
検
診
実
施
医
療
機

関
t
令
和
４
年
４
月
１
日
時
点
で

市
内
に
住
所
を
有
す
る
75
〜
79
歳

の
方
i
介
護
福
祉
課
包
括
支
援
係

（
☎
042

－

387

－

９
８
４
５
）

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解

し
、
日
常
生
活
の
中
で
見
守
り
や

適
切
な
対
応
が
で
き
る
力
を
身
に

つ
け
る
た
め
の
講
座
で
す
。

　

参
加
者
に
は
、
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
の
証
で
あ
る
オ
レ
ン
ジ
リ
ン

グ
等
を
差
し
上
げ
ま
す
。

d
９
月
16
日
（
金
）
午
後
２
時
〜

３
時
30
分
b
上
之
原
会
館
t
初
め

て
本
講
座
を
受
講
す
る
方
s
15
人

（
申
込
順
）
m
９
月
１
日
か
ら
、

電
話
で
小
金
井
ひ
が
し
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
042

－

386

－

６

５
１
４
）
へ

認
知
症
家
族
の
集
い

　

認
知
症
の
方
を
介
護
し
て
い
る

家
族
同
士
で
悩
み
や
不
安
を
語
り

合
い
、
専
門
の
先
生
の
講
座
を
交

え
な
が
ら
勉
強
し
ま
せ
ん
か
。

d
10
月
１
日
（
土
）
午
後
１
時
〜

３
時
b
上
之
原
会
館
k
五
島
シ
ズ

さ
ん
（
認
知
症
ケ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
）
t
認
知
症
の
方
を
介
護
し
て

い
る
家
族
の
方
s
10
人
（
申
込

順
）
m
９
月
５
日
か
ら
、
電
話
で

緑
寿
園
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
（
☎
042

－

462

－

１
２
０
６
）
へ

認
知
症
カ
フ
ェ

桜
町
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

d
９
月
17
日
（
土
）、
10
月
15
日

（
土
）
午
後
２
時
30
分
〜
４
時
b

桜
町
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
s
25
人
（
申
込
順
）
m
９
月

１
日
か
ら
、
電
話
で
小
金
井
き
た

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
042

－

388

－

２
４
４
０
）
へ

体
組
成
測
定
で
ボ
デ
ィ
メ
イ
ク

教
室

　

脂
肪
・
筋
肉
・
骨
な
ど
、
体
を

構
成
す
る
体
成
分
を
測
定
し
、
健

【
後
期
高
齢
者
医
療
健
診
】

　

生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
を

目
的
に
後
期
高
齢
者
医
療
健
診

を
実
施
し
ま
す
。
受
診
に
必
要

な
受
診
券
、
結
果
通
知
票
、
利

用
の
手
引
き
は
９
月
上
旬
に
発

送
し
ま
す
。

■
受
診
期
間
９
月
13
日
（
火
）

〜
令
和
５
年
１
月
31
日
（
火
）

t
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被

保
険
者
の
方
（
６
か
月
以
上
の

長
期
入
院
、
老
人
施
設
等
に
入

所
中
の
方
を
除
く
）

e
同
じ
年
度
内
に
同
健
診
を
受

け
た
場
合
は
、
人
間
ド
ッ
ク
補

助
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

i
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎
042

－

387

－

９
８
３
４
）

【
フ
ォ
ロ
ー
健
診　
　
　
　
　

（
独
自
健
康
診
査
）】

　

後
期
高
齢
者
医
療
健
診
の
上

乗
せ
項
目
と
し
て
、
希
望
者
に

対
し
、
フ
ォ
ロ
ー
健
診
（
独
自

健
康
診
査
）
を
実
施
し
ま
す
。

e
他
の
健
康
診
査
で
実
施
済
み

の
健
診
項
目
は
、
受
診
で
き
ま

せ
ん

i
健
康
課

虫
刺
さ
れ
に
つ
い
て

　

今
年
は
梅
雨
も
短
く
、
長
く

暑
い
夏
で
し
た
。
皆
様
い
か
が

お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
は
「
蚊
」
の
虫
刺
さ
れ

に
つ
い
て
で
す
。

　

蚊
は
血
を
吸
う
際
に
吸
っ
た

血
が
固
ま
ら
な
い
よ
う
に
唾
液

腺
物
質
を
皮
膚
の
中
に
注
入
し

ま
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
に
は
異

物
で
あ
る
た
め
ア
レ
ル
ギ
ー
反

応
が
起
こ
り
、
腫
れ
て
痒か

ゆ

み
を

生
じ
ま
す
。
反
応
に
は
個
人
差

が
あ
り
、
痒
み
の
強
い
ま
ま
数

週
間
以
上
残
存
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
通
常
は
無
治
療
で
軽

快
し
ま
す
が
、
痒
み
や
腫し

ゅ
ち
ょ
う脹

の

強
い
場
合
は
ス
テ
ロ
イ
ド
軟
膏

の
使
用
や
、
掻
破
に
よ
る
二
次

感
染
で
と
び
ひ
（
伝
染
性
膿
痂

疹
）
を
発
症
し
た
際
は
抗
生
物

質
の
軟
膏
な
ど
を
使
用
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

予
防
は
、
屋
外
で
遊
ぶ
と
き

に
は
長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
で
肌
を

露
出
さ
せ
な
い
こ
と
が
一
番
で

す
が
、
衣
類
で
の
防
御
が
難
し

い
と
き
は
虫
よ
け
剤
の
使
用
を

考
慮
し
ま
し
ょ
う
。

　

主
な
虫
よ
け
成
分
に
は
「
デ

ィ
ー
ト
」
と
「
イ
カ
リ
ジ
ン
」

が
あ
り
ま
す
。

　

イ
カ
リ
ジ
ン
は
小
児
の
使
用

制
限
も
な
く
、
皮
膚
へ
の
刺
激

も
少
な
く
顔
に
も
使
用
で
き
ま

す
が
効
果
の
あ
る
虫
の
種
類
が

限
ら
れ
ま
す
。
デ
ィ
ー
ト
は
年

齢
に
よ
り
使
用
回
数
の
制
限
が

あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
種
類
の

虫
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
虫
が
苦
手
な
天
然
由

来
の
ア
ロ
マ
精
油
を
配
合
し
た

も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
年
齢

や
用
途
に
よ
り
使
い
分
け
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

日
焼
け
止
め
と
併
用
の
場
合

は
最
初
に
日
焼
け
止
め
を
塗
っ

て
、
よ
く
乾
か
し
て
か
ら
そ
の

後
に
虫
よ
け
剤
を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

　

小
金
井
市
医
師
会恩

田　

恵
子

7575
歳
以
上
の
方
等
の

歳
以
上
の
方
等
の

後
期
高
齢
者
医
療
健
診
を
実
施

後
期
高
齢
者
医
療
健
診
を
実
施

後期高齢者医療健診の健診項目
【基本的な健診項目】
▷質問事項（問診票）
▷身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）
▷血圧測定
▷血中脂質検査（中性脂肪、HDLコレステロール、
LDLコレステロール）
▷肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP）
▷血糖検査（空腹時血糖およびHbA1c）
▷尿検査（尿糖、尿蛋白）
【詳細な健診項目】
▷貧血検査（赤血球、血色素量、ヘマトクリット）
▷心電図検査
▷生化学検査（クレアチニン）
▷眼底検査※内科健診の結果、医師の判断により実施

フォロー健診の健診項目
【内科項目】
▷生化学検査（尿酸）
▷血液学検査（白血球）
▷胸部レントゲン検査
【眼科項目】
内科健診の結果、医師の判断により実施
▷眼底検査

健康ガイド
健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

〒
184
ー
0
0
1
5

　

貫
井
北
町
５
ー
18
ー
18

（
☎
042
ー
321
ー
1
2
4
0
）


